
VLP取組概要 活動・取り組み内容
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●立川市

活動・取組み内容活用方針

VLP活用のねらい
 不登校生徒に対して、仮想空間上でアバターを
通じて人とつながりをもったり、学習に臨んだりでき
るようにすることで、社会的自立の一助とする。

対象生徒・児童
 教育支援センターに登録している市立中学校生
徒で、学校や教育支援センター等への通学・通
室がない生徒

 SSWが介入・支援している児童生徒【R7新規】
運営時間
 水曜・金曜の14時から16時まで
※SSWの活用は任意の時間で設定

活用方法
 教育支援センターの担当者又はSSWが上述の運
営時間に待機し、参加する児童生徒に応じる。

【前期】
 昨年度の運用実績等を踏まえ、運用方法等を
見直した。具体的には、今年度から「SSWが介
入支援している児童生徒」を対象範囲に含める
ようにした。

 基本的な運用方針は昨年度と同様であるが、
校長会や生活指導主任会、年次研修等で情
報提供するなど、年間通じて広く周知した。

【後期】
 SSWによる活用が複数回行われた。具体的には、
直接会うことが難しい児童生徒とVLP内でコミュ
ニケーションを図ることができた。

 教育支援センターにおいては、左記のとおり継続
的に開室し、受け入れの態勢をもち続けた。
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成果/好影響・次年度以降の方針・利用者の声

●立川市

児童・
生徒

• VLPがきっかけで、教育支援センターに通室
できるようになってよかった。（中学生）

• 緊張した。（小学生）

教職員や
保護者等

成果/好影響

次年度以降の方針

 「VLPを利用したい」ということがきっかけとなり、教育支援セン
ターにつながることができた。その生徒は、現在毎日のように教育
支援センターに通室できるようになり、進路についても気持ちを
向けられるようになった。

 家庭内で家族以外の他者とは話さないことが増えてきている中
で、他者とつながろうとしてくれた。

 次年度も教育支援センター入室面談ではVLPの登録を勧める
とともに、SSWが介入支援している児童生徒に対しても活用し
ていく。

 次年度は、教育支援センターの登録やSSWの介入によらず、各
学校が不登校児童生徒に対して直接利用案内及び活用を
図っていけるように運用方針を調整していく。

利用者の声

• 自分の気持ちを表現しづらい児童、生徒に
は、アバターを通して表現しやすくなれたと思
う。身なりを整えるなどのパワーが落ちている
児童、生徒にも有効な手だてだと感じた。
（SSW）



3

●立川市
「登校することに不安をもつ児童・生徒の保
護者方へ リーフレット」より（立川市教育
委員会 令和７年10月）


